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１ 川口市社会福祉事業団 

川口市では、広く市民の福祉ニーズに応えるべく昭和５９年４月１日に社会福祉法人川口市社会福祉事業団（以

下「本事業団」という。）を設立した。本事業団は市と一体となり高齢者、障がい者、児童及び母子・父子世帯等

の各種社会福祉事業の推進を図り市民福祉の向上と増進に寄与すべく努めるとともに、利用者の意思を尊重し、

適切な福祉サービスを提供してきた。 

令和２年度は、１８施設の指定管理者として２２事業を実施するとともに、障害者相談支援センター及び地域

包括支援センターの７事業を受託し、自主事業の１３事業と併せて効率的な管理運営と福祉サービスの質の向上

に努めた。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、感染防止対策に積極的に取り組み実施した。 

 

≪新型コロナウイルス感染症の影響≫ 

１ 利用中止者数（延べ人数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 利用中止理由内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本部事務局 

本部事務局は、本事業団の中枢として各施設、各関係機関及び川口市との連携を図り、運営方針である社会福

祉に対する市民（利用者）の要請と社会福祉行政の方針を受けた事業展開を図り、福祉サービスの質の向上と合

理的な事業運営の推進に努めてきた。また、理事会及び評議員会を中心として諸規程の整備、経営意識の向上、

 

区　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合　計
介護保険サービス 673 1,113 188 87 115 97 60 97 105 218 234 149 3,136

障害者サービス 390 586 222 63 22 34 29 32 32 89 47 55 1,601

合計 1,063 1,699 410 150 137 131 89 129 137 307 281 204 4,737

（単位：人）
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利用を中止した理由 延べ利用者数 割合

①風邪症状等によるお休み 203 4.3%

②発熱（37.5℃以上） 161 3.4%

③感染予防のための外出自粛 4,297 90.7%

④感染が疑われる者との接触 64 1.4%

⑤感染 12 0.3%

合計 4,737 100%
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経費の効果的執行を常に心掛けて事務事業を実施した。 

事務局と各施設との連絡調整を密にするため、毎月施設長会議を開催するとともに、事業団管理施設のうち、

委託料にて運営している施設については、介護保険収入等の増収を図り自立経営を目指すために、また、補助金

にて運営している施設については、効率的な予算執行により繰越金を極力残すように努めるために、施設の種類

ごとに職員がその対策について協議及び検討を行うための部門別施設対策会議を開催した。 

また、本事業団が提供する福祉サービスに係る利用者等からの苦情への適切な対応により利用者の満足度を高

めるため、また苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため

福祉サービス第三者委員会議を川口市社会福祉協議会との共催により開催予定だったが、新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から中止とした。 

経営ビジョンに掲げる人財育成の一環として、福祉や看護を志す学生等を実習生として受け入れ、将来の福祉・

医療を支える人材教育の場を提供し、福祉・医療に携わる人的な「すそ野」を広げる役割を担った。 

 

３ 川口市特別養護老人ホーム・ショートステイ（サンテピア） 

介護保険制度において原則要介護度３以上の認定を受け、居宅において常時適切な介護を受けることが困難な

方が入居する特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）は、「介護から自立へ」を基本理念に入居者の「生活の場」

としての環境を整えるとともに、それぞれの自己実現が可能となるよう一人一人の心身等の状況に応じたサービ

スを提供した。 

また、居宅で生活されている方を短期間受け入れるショートステイ（短期入所生活介護・介護予防短期入所生

活介護）では、要支援・要介護度１～５の方を対象とし、利用者それぞれの心身等の状況に応じたサービスを提

供した。 

生活援助について、入居（利用）者が明るく家庭的な雰囲気の中で、楽しく充実した日々を送ることができる

よう、一人一人の心身等の状況に応じた施設サービスの提供に努めた。また、入所（利用）者が施設において快

適な生活を送ることができるよう、生活相談員、介護支援専門員、機能訓練指導員、介護職員、看護職員、管理

栄養士による「ケアカンファレンス」を入所（利用）者全員について実施し、心身両面における課題の解決や生

活面にも配慮し、一人一人の個性を重視したケアプランを作成した。 

さらに「生活」、「食事」、「入浴」、「排泄」、「リハビリ」、「行事」、「クラブ」、「感染対策」、「防災」等目的別に

委員会を開催し、情報の共有化と介護方針の共通化を図ることにより、安全で安心な生活環境の整備に努めた。 

安全管理について、定期的に防災設備の整備点検を実施するとともに、消防署員の指導のもと防災訓練を実施

し、緊急時においても冷静に行動できるよう安全管理の周知徹底を図った。また、夜間勤務を想定した防災訓練

も実施するなど、様々な想定のもと訓練を行った。特に、初期消火が重要なことから、屋内消火栓を使い、実践

さながらの初期消火訓練を実施した。日常生活においても掲示物等により入居者（利用者）及び職員の防災意識

の普及に努めた。 

社会福祉法人が担う社会的な役割の一環として、低所得で生計が困難である入居（利用）者等に対し、利用 

者負担額の一部を助成し、軽減することで介護保険サービスの利用促進を図った。 

施設での看取り介護を希望される入所者及びその家族に対し、入所者及びその家族の希望に寄り添い、人生の 

最期まで尊厳あるその方らしい生活ができるよう看取り介護を実施した。また、ターミナルケアや家族へのグリー

フケア等、看取り介護に必要な知識や技術を高めるため、看取り介護の振り返りや内部研修会を実施した。 

 

≪特別養護老人ホーム≫ 

ア 月別入退所者数の推移 

 

 

 

区　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合　計
前月末日在所者数 98 100 98 99 99 100 97 99 99 100 100 99 1,188

当月入所者数 3 1 3 1 3 2 4 0 3 0 1 2 23
当月退所者数 1 3 2 1 2 5 2 0 2 0 2 3 23

当月末日入所者数 100 98 99 99 100 97 99 99 100 100 99 98 1,188

（単位：人）定員：100人
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  イ 在所者の年齢（３月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ショートステイ≫ 

ア 月別利用者数の推移 

 

 

 

 

４ 川口市養護老人ホーム（サンテピア） 

入所者が施設で自立した日常生活を維持できるよう様々なサービスを提供するとともに、行事の開催や趣味の

活動を支援するほか、外部から慰問を受け入れるなど、生きがいを持つことができる施設づくりに努めた。 

また、入所者が共同生活で規律を守り、楽しく日々を送ることができるように処遇面での充実を図るとともに、

入所者からの各種相談、要望等に応じ、適切な助言、指導等を行い問題解決に努めた。さらに、定期的に個別ケー

ス会議、ケアワーカー会議などを開き、適切な援助方針を定め処遇の向上を図るとともに、家族会は電話等で個

別に実施し、入所者の現状報告や関係機関と連携した今後の処遇に関して話し合いを行った。 

安全管理について、定期的に防災設備の点検整備を実施するとともに、消防署員の指導のもとで防災訓練を実

施し、緊急時においても冷静に行動できるよう安全管理の周知徹底を図った。また、日常生活においても掲示物

等により入所者の防災意識の向上に努めた。 

 

ア 月別入退所者数の推移 

 

 

 

 

  イ 在所者の年齢（３月末） 

 

 

 

 

 

 （単位：人）

区　分 64歳以下 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95～99歳 100歳以上 合　計 平均年齢

男 1 3 3 5 7 8 1 0 0 28 79.0
女 1 1 6 9 11 22 13 6 1 70 85.2
計 2 4 9 14 18 30 14 6 1 98 83.4

構成比 2.0% 4.1% 9.2% 14.3% 18.4% 30.7% 14.3% 6.1% 1.0% 100.0%
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区　　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合　計
利用者数 53 44 47 50 52 52 53 57 57 48 47 43 603

利用延日数 658 633 622 656 606 593 652 645 757 659 573 571 7,625

（単位：人）

※1日平均　20.9人

定員：20人

（単位：人）

区　　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
前月末日在所者数 32 31 32 34 33 33 33 33 35 33 33 33 395

当月入所者数 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 7
当月退所者数 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 6

当月末日在所者数 31 32 34 33 33 33 33 35 33 33 33 33 396

定員：50人

（単位：人）

構成比 0.0% 3.0% 21.2% 15.2% 27.3% 27.3% 3.0% 3.0% 0.0% 100.0%
80.6計 0 1 7 5 9 9 1 1 0 33
82.1女 0 1 2 3 8 7 1 1 0 23
77.1男 0 0 5 2 1 2 0 0 0 10

平均年齢区　分 64歳以下 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95～99歳 100歳以上 合　　計
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５ 川口市ケアハウス（サンテピア） 

入所者が施設で自立した日常生活を維持できるよう様々なサービスを提供するとともに、行事の開催や趣味の

活動を支援するほか、外部から慰問を受け入れるなど、生きがいを持つことができる施設づくりに努めた。 

また、入所者からの各種相談、要望等に応じ、適切な助言、指導等を行い問題解決に努めた。さらに、定期的

にケース会議、ケアワーカー会議などを開き、適切な援助方針を定め処遇の向上を図るとともに、電話等で随時

ご家族に対し入所者の現状報告や関係機関と連携した今後の処遇に関して話し合いを行った。 

安全管理について、定期的に防災設備の点検整備を実施するとともに、消防署員の指導のもとで防災訓練を実

施し、緊急時においても冷静に行動できるよう安全管理の周知徹底を図った。また、日常生活においても掲示物

等により入所者の防災意識の向上に努めた。 

 

ア 月別入退所者数の推移 

 

 

 

 

  イ 在所者の年齢 

 

 

 

 

 

 

２ 行事等の実施状況 

 (1) 月間行事 

園芸療法、音楽療法、カラオケクラブ 

 

 

 

 

 

 

６ 川口市立あさひ館 

 入所している母親と児童が安心して生活できるよう、自立支援及び児童の健全育成を目標に支援を行った。 

（単位：人）

区　　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
前月末日在所者数 43 43 42 42 43 42 41 40 41 43 42 42 504

当月入所者数 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 8
当月退所者数 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 8

当月末日在所者数 43 42 42 43 42 41 40 41 43 42 42 43 504

定員：50人

（単位：人）

平均年齢区　　分 64歳以下 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95～99歳 100歳以上 合　計
78.2男 2 2 1 5 5 4 1 0 0 20
83.5女 0 0 2 3 6 11 1 0 0 23
81.0計 2 2 3 8 11 15 2 0 0 43

構成比 4.7% 4.7% 7.0% 18.6% 25.6% 34.8% 4.7% 0.0% 0.0% 100.0%
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生活支援について、清潔でうるおいのある施設にするための環境整備を行い、母親への社会的・経済的自立に 

向けた支援、職業及び基本的生活習慣の指導並びに相談を実施した。また、入所児童については、基本的生活習

慣の指導を行うとともに誕生会や行事等への参加を通して、体力増進と豊かな情操の向上に努めた。 

安全管理について、定期的に防災設備の点検整備を実施するとともに、防災訓練を毎月１回実施し、緊急時に

おいても冷静に行動できるよう安全管理の周知徹底を図った。また、日常生活においても掲示物等により入所者

及び職員の防災意識の向上に努めた。 

 

７ 川口市立南平児童センター・地域子育て支援拠点事業 

子ども達と長期的・継続的に関わり、遊びを通して子どもの発達の増進を図るとともに、子どもの居場所や遊

びの拠点となり、子どもの安定した日常の生活を支援した。また、子育て家庭に対する相談・援助を行い、地域

における子育て家庭を支援することや専門機関との連携及び地域組織活動を支援するなど、地域の子どもの健全

育成に係る拠点となるよう努めた。 

遊びによる子どもの育成と発達の支援について、児童センターの設備・運動器具・遊具等の計画的な利用及び

遊びの場を提供するとともに、きまりを守って、仲よく安全に遊ぶことができるよう指導・援助を実施した。 ま

た、人と人とのふれあいを通し、他人と協調して遊ぶ楽しさや喜び、他人を思いやる心の発見など、同年齢や異

年齢の交流によって情操を豊かにする援助を行った。 

さらに、地域子育て支援拠点事業として、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化等、子育てをめぐる環境

が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等といっ

た問題に対し、各種事業を実施した。 

子どもの事故や怪我を防止するため、常に施設内の安全確保に努めるとともに、定期的な防災訓練の実施など 

利用者への指導等を行った。また、児童センターの適正な運営を図るため、関係機関・地域の代表者・利用者等

と電話での意見交換を行うなど、より良い運営に努めた。 

 

ア 児童等の施設利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 開所日数 未就学児 小学生 中学生 一般（高校） 合　計 １日平均

  ４月 0 0 0 0 0 0 0.0

  ５月 0 0 0 0 0 0 0.0

  ６月 25 123 129 30 122 404 16.2

  ７月 25 323 58 10 272 663 26.5

  ８月 26 149 182 27 142 500 19.2

  ９月 23 348 97 27 284 756 32.9

１０月 27 358 123 14 326 821 30.4

１１月 24 351 140 20 329 840 35.0

１２月 23 270 96 19 247 632 27.5

  １月 22 297 66 5 251 619 28.1

  ２月 22 298 40 4 265 607 27.6

  ３月 25 247 81 43 221 592 23.7

合　計 242 2,764 1,012 199 2,459 6,434 26.6

１ヶ月平均 20.2 230.3 84.3 16.6 204.9 536.2 －

１日平均 － 11.4 4.2 0.8 10.2 26.6 －

（単位：人）
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８ 川口市老人福祉センター（たたら荘） 

１「本町、芝中央、南平、前川、安行、神根、芝の７ヶ所」 

各地域に密着した老人福祉センター７施設において、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための

便宜を供するとともに、高齢者の自主性を尊重し、各施設の運営を地元の老人クラブと協力しながら地域に密着

した施設の活用を図った。 

また、健康相談については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止とし、一部制限を設けつつ教養 

向上及びレクリエーション活動等を実施した。 

老人福祉センターの適正な運営を図るため、地元老人クラブ会長を主たるメンバーとして運営委員会を設置し、 

運営管理等についての検討・協議を行った。 

本町たたら荘において、福祉・看護を志す学生を実習生として受け入れ、人材育成の場を提供した。 

 

ア 各たたら荘利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２「新郷、仲町たたら荘の２ヶ所」 

高齢者の健康増進及び住み慣れた地域で生きがいを持って暮らし続けることができるようにするととも 

に、たたら荘を通じた新たなコミュニティの形成により、互いに協力し助け合う互助体制の確立に努めた。 

生きがいづくり、健康の保持増進、その他利用者のニーズに即した各種事業を実施し、高齢者が生きがいを持っ

て暮らし続けることができるよう、また、高齢者が主体となり継続して実践できるような活動の場を提供した。 

たたら荘の適正な運営を図るため、地区老人クラブ連合会、地区町会長、地区民生委員・児童委員及び地域包

括支援センター職員等により構成された運営委員会を設置、会議を年１回開催し、運営等について意見交換を行っ

た。 

 

ア 利用状況                                 （単位 ： 人） 

 

９ 川口市老人デイサービスセンター（れんげそう） 

「横曽根、新郷、芝、芝南、鳩ヶ谷の５ヶ所」 

老人福祉法及び介護保険法に基づき要支援及び要介護状態にある高齢者及び介護予防・日常生活支援総合事業

の対象者をリフト付き車両で送迎し、入浴や食事の提供、日常動作の訓練を行い、生活の助長、社会的孤立感の

解消、生活機能の維持又は向上を目指すとともに、利用者家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図った。 

区 分 ４月 ５月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

新郷たたら荘 0 0 4 98 124 141 210 276 218 23 0 56 1,150 

仲町たたら荘 0 0 23 117 130 155 217 216 224 41 0 59 1,182 

 

区　　　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合　計

本 町 た た ら 荘 0 0 31 178 265 338 376 345 344 62 0 88 2,027

芝中央たたら荘 0 0 14 9 12 38 59 58 46 8 0 4 248

南 平 た た ら 荘 0 0 6 102 133 137 167 155 139 28 0 36 903

前 川 た た ら 荘 0 0 22 16 36 65 71 95 106 20 0 28 459

安 行 た た ら 荘 0 0 18 51 12 16 22 24 26 8 0 1 178

神 根 た た ら 荘 0 0 33 112 230 217 205 203 190 29 0 69 1,288

芝 た た ら 荘 0 0 1 10 13 63 111 135 107 15 0 31 486

合　　　計 0 0 125 478 701 874 1,011 1,015 958 170 0 257 5,589

（単位：人）
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また、社会福祉法人が担う社会的な役割の一環として、低所得で生計が困難である利用者等に対し、利用者負

担額を軽減することで、介護保険サービスの利用促進を図った。 

連絡帳を通して、家族から利用者のデイサービス利用日までの生活状況や体調等の報告を受け介護の参考とし、

職員からはデイサービス利用中の様子（状態）や健康チェックの測定結果、食事摂取状況等を記入し連絡するこ

とにより、利用者家族とれんげそうとの情報交換を行い、より良い介護を行うことができるよう努めた。 

 

ア 利用状況（６施設合計）※川口市社会福祉センター内「老人デイサービス事業」含む 

利用者内訳（延べ利用者数）

月 延べ利

用日数

４月 131 0 9 90 253 352 889 978 624 329 280 3,100 3,452

５月 123 0 0 60 178 238 685 812 536 273 238 2,544 2,782

６月 132 0 9 111 311 431 946 1,062 692 391 309 3,400 3,831

７月 136 0 9 107 331 447 1,034 1,102 729 393 323 3,581 4,028

８月 123 0 9 93 290 392 871 1,018 668 331 302 3,190 3,582

９月 130 0 8 109 316 433 923 1,061 743 378 333 3,438 3,871

１０月 132 0 12 101 292 405 1,009 1,078 762 393 322 3,564 3,969

１１月 123 0 9 85 261 355 927 1,072 696 377 312 3,384 3,739

１２月 120 0 8 86 264 358 881 1,018 697 357 278 3,231 3,589

１月 111 0 7 76 193 276 737 905 624 291 236 2,793 3,069

２月 116 0 8 77 217 302 774 915 654 302 242 2,887 3,189

３月 138 0 9 95 260 364 964 1,039 782 348 286 3,419 3,783

計 1,515 0 97 1,090 3,166 4,353 10,640 12,060 8,207 4,163 3,461 38,531 42,884

月平均 126.3 0.0 8.1 90.8 263.8 362.8 886.7 1,005.0 683.9 346.9 288.4 3,210.9 3,573.7

事業1 事業2 要支援1 要支援2 計 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計
合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 川口市社会福祉センター（神根福祉センター） 

 「老人デイサービス事業、地域活動支援センター事業、ボランティア活動支援事業」 

老人デイサービス事業では、老人福祉法及び介護保険法に基づき要支援及び要介護状態にある高齢者及び介護

予防・日常生活支援総合事業の対象者をリフト付き車両で送迎し、入浴や食事の提供、日常動作の訓練を行い、

生活の助長、社会的孤立感の解消、生活機能の維持又は向上を目指すとともに、利用者家族の身体的及び精神的

な負担の軽減を図った。 

また、社会福祉法人が担う社会的な役割の一環として、低所得で生計が困難である利用者等に対し、利用者負

担額の一部を助成し、軽減することで介護保険サービスの利用促進を図った。 

地域活動支援センター事業では、障がい者の方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通

所により創作的活動、日常機能訓練、送迎、入浴等の各種サービスを提供し、利用者の生活改善、身体機能の維

持向上、社会的参加と自立の促進を図ることができるように努めた。また、利用者家族に対して身体的及び精神

的負担の軽減を図ることができるよう各種相談や情報の提供を行った。 
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二つの事業については、連絡帳を通して、家族から利用者のデイサービス利用日までの生活状況や体調等の報

告を受け、介護の参考とし、職員からはデイサービス利用中の様子（状態）や健康チェックの測定結果、食事摂

取状況等を記入し連絡することにより、利用者家族との情報交換を行い、より良い介護を行うことができるよう

努めた。 

ボランティア活動支援事業では、地域福祉におけるボランティア活動の拠点として各種事業を支援する役割を

担っているが、令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、会食サービス等の主な

事業をすべて中止とした。 

 

≪地域活動支援センター事業≫ 

ア サービス内容及び利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 川口市生活介護きじばと 

障がい者の方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通所により排せつ及び食事等の介護、

その他日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のため

に行われる必要な援助を行った。 

 

ア 利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

日数

（日） 登録者数 利用者数 日平均 利用率

  ４月 21 309 252 12.0 82% 252 252 252 252 447 252 93 73

  ５月 18 266 116 6.4 44% 116 116 116 116 166 116 46 45

  ６月 22 316 202 9.2 64% 202 202 202 202 369 202 79 63

  ７月 21 303 247 11.8 82% 247 247 247 247 449 247 136 67

  ８月 20 288 249 12.5 86% 249 249 249 249 453 249 80 66

  ９月 20 295 248 12.4 84% 248 248 248 248 449 248 69 56

１０月 22 318 264 12.0 83% 264 264 264 264 469 264 72 61

１１月 19 274 226 11.9 82% 226 226 226 226 423 226 59 59

１２月 20 280 221 11.1 79% 221 221 221 221 411 221 68 59

  １月 19 265 182 9.6 69% 182 182 182 182 337 182 60 47

  ２月 18 251 191 10.6 76% 191 191 191 191 353 191 61 54

  ３月 23 323 249 10.8 77% 249 249 249 249 461 249 73 63

合 計 243 3,488 2,647 10.9 76% 2,647 2,647 2,647 2,647 4,787 2,647 896 713

定員：15人

一般浴 特 浴区 分
利　　用　　者

機能訓練 創作活動 健康チェック 生活更 生相談 送 迎 給 食

（単位：人）

日数 利用率
（日） 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合 計 （％）

　４月 21 651 0 20 214 220 454 21.6 69.7 714 455
　５月 18 558 0 16 190 192 398 22.1 71.3 557 400
　６月 22 682 0 21 311 291 623 28.3 91.3 992 624
　７月 21 651 0 20 301 285 606 28.9 93.1 994 607
　８月 20 620 0 18 279 264 561 28.1 90.5 947 564
　９月 20 614 0 20 290 265 575 28.8 93.6 966 575
１０月 22 660 0 21 315 261 597 27.1 90.5 952 591
１１月 18 540 0 16 248 213 477 26.5 88.3 764 438
１２月 20 600 0 19 290 245 554 27.7 92.3 887 550
　１月 19 570 0 18 242 224 484 25.5 84.9 764 483
　２月 18 540 0 18 255 219 492 27.3 91.1 775 492
　３月 23 667 0 22 304 285 611 26.6 91.6 940 612
合 計 242 7,353 0 229 3,239 2,964 6,432 26.6 87.5 10,252 6,391

定員：30人

給 食区　分 登録者数
利　用　者　数

日平均 送 迎
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１２ 川口市就労継続支援きじばと 

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者や就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至ら

なかった者に生産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練並びにその他必要な支援を行った。 

 

ア 利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定員：20人 （単位：人）

男 女 合 計
　４月 21 432 271 108 379 18.0 87.7
　５月 18 373 235 95 330 18.3 88.5
　６月 22 449 293 116 409 18.6 91.1
　７月 21 420 271 110 381 18.1 90.7
　８月 20 400 236 89 325 16.3 81.3
　９月 20 400 249 95 344 17.2 86.0
１０月 22 440 244 113 357 16.2 81.1
１１月 19 361 228 100 328 17.3 90.9
１２月 20 380 233 102 335 16.8 88.2
　１月 19 361 228 97 325 17.1 90.0
　２月 18 343 211 96 307 17.1 89.5
　３月 23 414 251 118 369 16.0 89.1
合 計 243 4,773 2,950 1,239 4,189 17.2 87.8

利用率（％）区 分
日数

（日）
登録者数

利　用　者　数
日平均

0

100

200

300

400

500

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

男 女
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１３ 川口市障害者相談支援センターきらり 

相談支援を利用する障がい者若しくは障がい児、難病者（以下「障がい者等」という。）が自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、その身体の状況や置かれている環境に応じて、利用者本人又はその家族の

選択に基づき、援助を行った。 

相談支援の実施に当たっては、適切な福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう

援助を行った。また、関係市町村及び障害福祉サービス事業者等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な

連携を図るとともに、公正中立に努めた。 

 

１４ 川口市地域包括支援センター 

「神根・新郷・芝伊刈・西・鳩ヶ谷東部・新郷東の６ヶ所」 

総合相談支援として、地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことがで

きるようにするため、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、関係機関又は制度の利

用に繋げる等支援を行った。 

権利擁護として、地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決できない、適

切なサービス等に繋がる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において安心して尊厳のある

生活を送ることができるよう、専門的・継続的な視点から支援を行った。 

包括的・継続的ケアマネジメント支援として包括的・継続的なケア体制の構築、地域における介護支援専門員

のネットワークの構築・活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談、地域の介護支援専門員が抱える

支援困難事例等への指導・助言を行った。 

介護予防・日常生活支援総合事業として、事業対象者が要介護状態等になることを予防するため、その心身の

状況等に応じて対象者自らの選択に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業等が包括的かつ効果的に実施され

るよう必要な援助を行った。 

生活支援体制整備事業では、地域の高齢者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態となること

の予防又は要介護状態等の軽減、若しくは悪化の防止に係る体制の整備を促進し、認知症総合支援事業では、保

健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者により、認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援を

行った。 

 

１５ 川口市母子・父子福祉センター 

母子家庭及び父子家庭への福祉増進と社会的自立を目的とし、各関係機関の協力を得て母子・父子相談、生業

指導、各種教室を実施することにより母子家庭等の福祉の向上に努めた。 

また、母子家庭等の親子の教養及び趣味の向上を図るため主に日曜日に各種教室を実施し、その他の日に相談

等を実施するなど利用者に配慮した施設運営に努めた。 

 

ア 利用状況 

 

 

 

 

 

１６ 川口市やすらぎの家 

「並木・元郷の２ヶ所」 

地域の高齢者に憩いの場を提供することにより利用者相互のふれあい、健康増進等の高齢者福祉の促進を図っ

 （単位：人）

区　　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
開所日数 0 0 25 25 25 24 27 23 24 23 22 25 243
利用者等 0 0 5 10 15 20 30 21 16 21 17 37 192
相　　談 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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た。また、両施設の管理運営を地元町会に委託し、地域に密着した施設運営を実施した。 

 

≪並木やすらぎの家≫ 

ア 利用状況 

 

 

 

 

≪元郷やすらぎの家≫ 

ア 利用状況 

 

 

 

 

１７ 川口市居宅介護支援事業 

「横曽根・新郷・芝・鳩ヶ谷の４ヶ所」 

要介護者（利用者）等からの依頼により、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した

日常生活を営むために必要な介護保険サービス又は保健・医療・福祉サービスを適切に利用できるよう、指定居

宅サービス等の種類や内容等を定めた居宅サービス計画（ケアプラン）を作成した。なお、利用者の意思に基づ

いた契約であることを確保するため、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること及び居宅サービスに位

置付けた事業所を選定した理由を求めることが可能であることを利用者やその家族に説明するとともに、居宅

サービス計画の内容について理解しやすいよう説明を行った。 

また、居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、各サービス事業者等との連絡

調整による利用の便宜を図った。なお、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設等の

情報提供、その他各種の便宜の提供を行った。 

居宅サービス計画の作成後、利用者や関係事業者との連絡調整を継続的に行うことにより、サービスの実施状

況の分析や解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、関係事業者等の連絡調整やそ

の他の便宜の提供を行った。 

各地区の地域包括支援センターから介護予防に係る業務の一部を受託し、要支援者に対し保健・医療・福祉に

係る介護予防サービス等が効果的に提供されるよう、介護予防サービス事業所等と連携を図り介護予防計画の作

成を行うとともに、各市町村から要介護認定の手続における被保険者の心身状況の調査依頼を受託して、介護支

援専門員が調査業務を実施した。また、介護予防・日常生活支援総合事業においても同様に、地域包括支援セン

ターと連携し、支援を行った。 

川口市、その他の自治体等から要介護認定の手続における被保険者の心身状況の調査依頼を受託して、介護支

援専門員が要介護認定調査業務を実施した。 

 

１８ 川口市生活介護夢工房 

障がい者の方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通所により排せつ及び食事等の介護、

その他日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のため

に行われる必要な援助を行った。 

 

 

　 （単位:日・人）

区　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 １日平均

日　数 0 0 16 31 31 30 31 30 27 4 0 10 210 －
人　員 0 0 0 75 28 76 69 59 67 0 0 3 377 1.8

　 （単位:日・人）

区　分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 １日平均

日　数 0 0 16 31 31 30 31 30 27 4 0 10 210 －
人　員 0 0 0 165 99 132 173 156 170 0 0 10 905 4.3
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ア 利用状況 

日数 利用率

(日) 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計 (％)

　４月 21 589 42 65 101 223 431 20.5 73.2 598 427

　５月 18 505 29 53 96 153 331 18.4 65.5 380 329

　６月 22 616 44 85 149 286 564 25.6 91.6 770 547

　７月 21 587 42 85 139 292 558 26.6 95.1 805 542

　８月 20 560 37 80 126 259 502 25.1 89.6 733 490

　９月 20 560 40 78 136 253 507 25.4 90.5 741 492

１０月 22 617 44 93 140 285 562 25.5 91.1 817 547

１１月 19 531 37 80 126 251 494 26 93 723 481

１２月 20 560 37 82 123 267 509 25.5 90.9 754 496

　１月 19 529 25 72 121 254 472 24.8 89.2 683 453

　２月 18 498 19 70 113 234 436 24.2 87.6 669 431

　３月 23 683 29 70 176 305 580 25.2 84.9 868 560

合  計 243 6,835 425 913 1,546 3,062 5,946 24.5 87 8,541 5,795

定員：25人 （単位：人）

区分 登録者数
利　用　者　数

日平均 送  迎 給  食

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 鳩ヶ谷福祉センター 

地域の高齢者の各種相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総

合的に供与し、高齢者がふれあいの心を大切にしながら健康で明るい生活を営むことができるように努めた。 

また、鳩ヶ谷福祉センター固有の施設機能である会議室等の施設提供を通して、地域住民の生活・文化・教養

の向上、健康の増進等、広く地域福祉の増進に努めた。 

 

ア 利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は～とふる鳩ヶ谷

団体数（件） 利用者数（人） 利用者数（人） 団体数（件） 利用者数（人）

　４月 0 0 0 0 0
　５月 0 0 0 0 0
　６月 10 117 0 10 117
　７月 23 288 7 23 295
　８月 12 160 13 12 173
　９月 29 341 21 29 362
１０月 48 615 34 48 649
１１月 48 690 68 48 758
１２月 46 632 67 46 699
　１月 3 55 14 3 69
　２月 0 0 0 0 0
　３月 9 88 17 9 105
合　計 228 2,986 241 228 3,227

区　分
会　議　室 合　計


